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研究成果の概要（和文）： マレーシアの自動車部品メーカーに対するトヨタ生産方式の導入を日本人専門家からマレ
ーシア側に順次移行するプログラムが2011年から開始された。通産省傘下のマレーシア自動車研究所（MAI）がその中
心となり、プロトン社、プロドゥア社と協力しながらこれを行ったが、モデル企業と協力しながら行われたMAIによる
移転は日本人専門家の減少とともに先細りの状況にある。一方、プロトン社、プロドゥア社によるトヨタ生産方式のベ
ンダーへの移転は一定の成果をみせたが、それぞれの企業のベンダー育成プログラムと必ずしも一致しない部分がある
ことも 明らかとなった。

研究成果の概要（英文）： The introduction of Toyota Production System (TPS) to the local car parts 
manufactures by Japanese experts was transferred to Malaysian side in 2011. MAI (Malaysia Automotive 
Institute), model companies and two national car producers, namely, Proton and Perodua were in charge of 
this program. The introduction of TPS by MAI by itself and with model companies showed downward trend 
with decreasing number of Japanese experts. Both Proton and Perodua have rather successfully introduced 
TPS to their vendors. However, they have their own vendor development programs, which do not always 
coincide with TPS program.

研究分野： 経済政策
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
(1) 2006 年の日マ EPA(経済連携協定)の締
結に伴い、マレーシア側は国際競争力を持た
ない自動車産業に対しての支援を要請した。
これを受けて、日本側は 10 件のプロジェク
トを主に自動車部品メーカー向けに開始し
た。そのうちのひとつが MAJAICO-A1 と呼
ばれたトヨタ生産方式（TPS）（リーン生産
方式、LPS ともいう）の部品メーカーへの導
入支援であり、10 件のプロジェクトのうち最
も成功したといわれていた。 
 
(2) MAJAICO-A1は 2011 年に終了したが、
マレーシア側は日本からの協力を得ながら
同様なプログラムのマレーシア側への移行
を企図し、マレーシア自動車研究所（MAI）
が中心となり、国民車メーカーであるプロト
ン社、プロドゥア社と協力して TPS の地場
部品メーカーへの導入支援を進めることに
なった。 
 
(3) 実施主体の移行に伴い、日本人専門家は
立ち上げの時点でもMAJAICO-A1時代の15
名から大幅に減少し、当初、8 名でスタート
し、4 年でゼロとすることが決められていた。
これはマレーシア人による自立的なプログ
ラムの運営を目指したからであり、4 年間で
MAI 単独で 80 社の地場企業の支援を目標と
した。 
 
２．研究の目的 
 
(1) MAJAICO-A1 は 5 年間でのべ 87 社に
対して TPS の導入を支援し、あわせて 13 社
のモデル企業を育成した。さらに 7 名のロー
カルエキスタートを育成した。実施主体は日
本側にあったが、2011 年からはマレーシア側
へと実施主体が移行する中でスムーズなプ
ログラムの遂行が持続されるか否かを現地
調査により明らかにする。さらにプログラム
の制度設計についても検討を加える。 
 
(2) MAJAICO-A1 は政府間協定に基づく
ODA であった。そして、指導は経験豊富な
日本人専門家が行っていたが、実施主体の移
行だけでなく、実際に現場で指導を行う専門
家も段階的にマレーシアのローカルエキス
パートに置き換えることになる。TPS の習熟
度や指導のノウハウなどの日本人から現地
側への移転の実態を現地調査により明らか
にする。 
 
(3) 政府系機関である MAI が主体となる
TPS の支援と自動車メーカーであるプロト
ン社やプロドゥア社による支援との間の調
整などの実態について明らかにする。特に自
動車メーカーはこれまでも独自のベンダー
育成プログラムを実施しており、それらとの
整合性についても明らかにする。 
 

(4) 国民車メーカーを中心とするマレーシ
アの自動車産業は長年の保護により国際競
争力を持たない。また、部品産業も基本的に
国内にのみ供給する地場企業は国際競争力
を持たない。アセアン域内の FTA の進行と
日本との EPA の締結による貿易自由化はマ
レーシアの自動車産業の競争力強化を促す
ものであるが、その際、特に現地調達比率が
高い自動車産業においては部品メーカーの
競争力強化が重要となり、TPS の導入がこれ
に貢献するか否かについて検討を加える。 
 
３．研究の方法 
 
(1) 実証研究の観点から以下の点についてヒ

アリングを行った。 
① マレーシアにおける実施主体の中心であ

る MAI においてプログラムの全容、運営
方法、移行プロセス、目標値、参加企業
数、日本人専門家とこれを代替するロー
カルエキスパートの新たな育成などにつ
いて。 

② モデル企業のローカルエキスパートによ
る TPS 導入支援について。  

③ 日本人専門家に対して彼らの業務と彼ら
に置き換わるローカルエキスパートの育
成について。 

④ MAI と共に TPS の導入を支援するプロ
トン社、プロドゥア社において両社の支
援の実態と他のベンダー育成プログラム
との整合性について。 

 
(2) 産業研究、ノウハウの移転という観点か 
ら文献研究、研究者などへのヒアリング、統
計資料などをもとに TPS のマレーシアへの
移転を検証した。 
① 産業研究についてはマレーシアの自動

車産業の実情を考慮しながらその中で
TPS の導入を位置づける。 

② ノウハウの移転については技術移転の
段階論などの先行研究をもとに ODA と
しての技術協力から受入国側への主体
の移行という今回の調査対象について
検討を加える。  

 
４．研究成果 
 
(1) 2011年から開始された TPSの新たなプ
ログラムは半年を 1 期とし、現在第 6 期が進
行中である。この間、TPS 導入の対象となっ
た部品メーカーは 120 社にのぼる。もともと
は MAI がモデル企業と共に地場部品メーカ
ーに TPS を導入するという計画であったが、
実際にはプロトン社、プロドゥア社も参加す
ることになった。MAI はプログラム全体のコ
ーディネートを行い、MAI、モデル企業、プ
ロトン社、プロドゥア社のローカルエキスパ
ートが協議しながらプログラムを運営して
いる。日本人専門家はオブザーバー的な役割
を担うとしていたが、実際には技術面では彼



らが主導的な役割を果たした。 
 MAI の支援対象となった企業の総数は 54
社であるが、そのうちモデル企業が担当した
企業数が 16 社であった。MAI 単独の支援は
38 社であった。プロトン社、プロドゥア社に
よる支援企業はそれぞれ 29社と 32社であっ
た。 
 各期の参加企業数の推移をみると、第 5 期、
第 6 期で減少が目立つ。その要因としては後
述する日本人専門家の減少もあるが、その他
に、比較的規模の大きい企業の多くはすでに
MAJAICO-A1 に参加していたため、現在、
本プログラムに参加している企業の多くは
従業員数が数十名に満たない中小企業であ
ることも一因と考えられる。彼らは人的資源
も充分ではなく、研修に人を裂くことも容易
ではない。 
 実際の支援においては各企業を担当する
日本人専門家（MAI 所属）が必ず参加する形
をとっている。プロドゥア社の場合、第 3 期
から同社に常駐する日本人技術者が参加す
るようになった。 
 TPS プログラムに参加した企業は合計 38
の項目を評価され、5 段階評価で平均 3 以上
であれば、レベル 3となり、一応合格点とな
るが、半年のプログラムの後にこのレベルに
達しない企業もある。 
 
(2) モデル企業については全 13 社のうち、
11 社において詳細なヒアリングと情報収集
を行った。これらの企業においては TPS の
部署とフルタイムの担当者がいなければな
らない。モデル企業は日本人専門家や MAI
のローカルエキスパートと協力し、もともと
は各社が毎年 5 社の企業に対して TPS の導
入を支援することになっていた。しかし、プ
ロトン社やプロドゥア社のような自動車メ
ーカーではなく部品を製造するモデル企業
にとって、他社への TPS 導入支援は競争相
手を利することになり、彼らにとってのイン
センティブは少ない。そのため多くのモデル
企業は同じグループ内の企業や子会社に対
してのみ TPS の導入を支援することになっ
た。これにより、当初の目標と異なり、モデ
ル企業による支援は 6 期で 16 社にとどまっ
た。基本的には日本人専門家 1名とペアにな
り、モデル企業からローカルエキスパートが
1名参加する形態で支援を行った。 
 モデル企業内でもローカルエキスパート
の退職や昇進により、実際の担当者は入れ替
わる。また、ローカルエキスパートの数も企
業により 1名から 3名まで幅があり、モデル
企業内でも層の厚さやローカルエキスパー
ト間の能力差がみられた。 
 ちなみに一部の企業ではモデル企業時代
に習得した TPS の手法をさらに自社の状況
に合わせて改良した企業もあった。これらは
マレーシア企業による自主的な改善能力の
一端を示すものである。 
 

(3) 2010 年に通産省傘下の研究機関と設立
された MAI は TPS 導入支援のみならず、自
動車政策の策定や人材育成、新技術の導入な
ど様々な分野に関与している。2011 年時点の
職員数は 22 名で、うち 17 名が技術職であっ
た。MAI は TPS 導入支援全体をコーディネ
ートし、自身もその受け皿となるものである。
日本人専門家も MAI に常駐し、MAI のロー
カルエキスパートと支援先を訪問する。 
 MAI の技術職のうち、TPS の導入支援に
携わる者はのべ 6名であるが、メンバーの入
れ替わりが多く、6 期すべてを担当したもの
はおらず、最も参加した期間が多い技術者で
も 5 期であった。また、1 期のみ担当という
者もいた。 
 MAJAICO-A1 時代に育成されたローカル
エキスパートは後述するプロトン社、プロド
ゥア社の技術者である。その他に前述のモデ
ル企業の技術者もローカルエキスパートと
なった。さらに MAI 内部で設立とともに参
加した技術者を育成し、TPS の専門家とする
ことが期待されたが，限られた技術者しかお
らず、彼らが TPS 導入の先頭を切ることは
なかった。 
 日本人専門家と MAI のローカルエキスパ
ートが担当した企業数は合計38社であるが、
そのなかにはローカルエキスパートが参加
せず日本人専門家のみが担当した3社も含ま
れている。 
 上記のように、担当者の移動が多いことが
問題点として指摘され、結果的に日本人専門
家に依存する比重が高くなっていたといえ
る。そのため、日本人専門家がゼロとなる来
期以降のMAIによるTPS 導入支援のあり方
が問われることになる。 
  
(4)  プ ロ ト ン 社 と プ ロ ド ゥ ア 社 は
MAJAICO-A1 時代から技術者をローカルエ
キスパートとして育成するべく参加させて
いた。そのため、プロトン社は 4名、プロド
ゥア社は3名のローカルエキスパートをTPS
導入支援開始時点から擁していた。 
 プロトン社は計画的にベンダーに対し、
TPS プログラムへの参加を促していた。ただ
し、同一企業が複数回参加することは禁じて
いた。プロトン社は常時 3名から 4名のロー
カルエキスパートを TPS プログラムの参加
させていた。彼らもモデル企業や MAI のロ
ーカルエキスパートと同様、日本人専門家と
ペアを組み、TPS の導入支援を行った。その
総数は 29 社である。 
 プロドゥア社はダイハツとの合弁企業で
もあるため、日本人技術者が常駐しており、
プロトン社とは異なったベンダーの育成態
勢をとっていた。プロドゥア社は常時 2名か
ら 6名のローカルエキスパートが参加し、当
初の 2 期は MAI に派遣されていた日本人専
門家とペアを組んでいたが、第 3期からはプ
ロドゥア社内の日本人専門家とペアを組み、
自社のベンダーの支援を行っていた。 



 ちなみに MAI の育成に含まれる企業のう
ち、10 社はプロドゥア社のベンダー協会のメ
ンバーであった。 
 また、両社は独自のベンダー育成プログラ
ムを持っており、これらと TPS 導入支援を
長期的に如何に効率よく、整合的に行うかと
いう課題もある。生産面全体の向上を企図す
る TPS であるが、製品の品質面に重きを置
くなど、その時々の自動車メーカーのターゲ
ットと必ずしも一致しない面も散見された。 
 
(5) MAJAICO-A1 は政府間の技術支援であ
り、日本側が自動車工業会と協力しながら進
めてきたものであったが、実施主体がマレー
シアの MAI に移行することにより、技術や
ノウハウの移転についていくつかの問題が
起こりつつある。まず、日本人専門家を順次
減少させ、今期をもって日本人専門家はこの
プロジェクトから完全に撤退する。これまで
の期間を通じて TPS に関する知識やそれを
教える能力がすべてマレーシア側に移転さ
れていれば、今後もプログラム自体は維持さ
れるであろう。しかしながら、ローカルエキ
スパート間でも能力の差があり、また、人材
の移動が頻繁に起こるマレーシアにおいて
一定の水準を維持することは困難を伴う。 
 受け手側の能力と人の移動という発展途
上国における技術移転の際に常に問題とな
ったことが本プログラムでも起こっていた。
また、日本人側のコミュニケーション（英語）
能力も個人差があり、すべてのローカルエキ
スパートを同じ水準に引き上げることは容
易ではない。日本人専門家の減少に伴い、参
加企業も減少傾向を示しており、今後の動向
は予断を許さない状況にある。 
 技術移転には「採用」、「根付き」、「普及」
の 3段階が想定される。これらを当てはめる
と地場企業での TPS は採用から根付きの状
況にあるといえる。また、すべてのローカル
エキスパート間でも充分な根付きがあると
はいいがたい。 
また、TPS はしばしば、ものの考え方、コ

ンセプト、さらには哲学といわれる。日本人
専門家からは経営者の参加意識の有無が、
TPS が定着するか否かの最大のポイントと
いう話を再三耳にした。現場よりも経営者が
強いマレーシアという土地柄もあり、現場が
いくら頑張っても、経営者がそれを認識しな
ければ、TPS が企業内に定着することはない。
その意味では、明確な意図と強い意志を持っ
て参加しない限り、全社的な取り組みとなら
ない。 
  
(6) TPS の導入は部品メーカーひいては自動
車メーカーの競争力強化を目的としている。
競争力の測定は困難を伴い、早計に結論づけ
ることはできない。そのため、ここでは貿易
特化係数から導かれる概要のみを提示する。
マレーシアの場合、自動車（完成車）、部品
ともその数値はマイナスであり、前者は

-0.86 前後、後者は-0.25 前後であり、過去 4
年間で特に改善は見られない。これらの数値
からは国際競争力の欠如という結論に達す
る。特に自動車（完成車）の数値が低く、輸
入はするが輸出はほとんど行われていない
状況にある。自動車部品に関しては自動車
（完成車）よりも数値的にはよいが、輸出の
多くを外資系企業に依存しており、地場企業
による輸出は限られている。国家自動車政策
（NAP）2014 では自動車、部品とも 2020 年
までに輸出を大幅に増加させるとしている
が、目標達成は容易なことではない。 
 また、海外進出をとっても、部品メーカー、
約 550 社のうち、海外進出を果たしている企
業は 10 社ほどに過ぎない。 
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